
37

内
航
海
運
、
内
航
フ
ェ
リ
ー
・
旅
客
船
の
活
性
化

第 章4

１ 日本の物流を支える内航海運の安定と成長への取組

１．内航海運業の現状と課題

内航海運は、国内貨物輸送の約４割を、また、鉄鋼、石油製品、セメント等の産業基礎
物資輸送の約８割を担い、我が国の国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラとし
て重要な役割を果たしている。また、昨今の災害時には緊急輸送等により陸上輸送の代替
機能を存分に発揮し、その重要性が改めて認識されているほか、トラック運転手不足等い
わゆる2024年問題が間近に迫る中、モーダルシフトの受け皿としてより多くの貨物輸送
を担っていくことが求められている。
一方で、産業基礎物資輸送が輸送需要の大部分を占めることから、人口減少、国内需要
の縮小、国際競争の進展に伴う産業構造の変化等により内航貨物全体の輸送量は1990年
度のピーク時（244,456百万トンキロ）に比べ、約34％減少（トンキロベース）となっ
ている。さらに、内航海運業者の99.7％が経営基盤の脆弱な中小企業であり、寡占化さ
れた荷主企業への専属化・系列化が固定化しているという業界構造になっている。加え
て、担い手である船員については、50歳以上が半数近くを占める中で、30歳未満の割合
が増加傾向にあるものの、若手船員の定着率が低下傾向にあることが課題である。また、
更なるモーダルシフトの推進（本章❸）、
地球環境問題や燃料油価格の高騰への対応
も求められている。

内航海運、内航フェリー・旅客船の
活性化4章第

２．内航海運業法の改正について

内航海運業界は、前述の脆弱な経営基盤や荷主との硬直的関係等の構造的な課題に加
え、船員の働き方改革の実現、環境規制等への対応等の事業環境の大きな変化を迎えてい
る。これら事業環境の変化の中でも、社会に必要とされる輸送サービスを持続的に提供し
続けるため、国土交通省では、2019年６月より、交通政策審議会海事分科会基本政策部
会において、内航海運のあり方について総合的な検討を行い、その結果をまとめた「令和 0

輸送モード別輸送分担率
（百万トンキロベース）
（2021年度）

貨物⾃動⾞
224,095
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送の約４割

航空
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0.1％

2,812者
（うち99.7％
が中小事業者）用船契約

荷主
（鉄鋼メーカー等）

元請け

オーナー 1,345者

運送契約 運賃

用船料

船員雇用 船舶建造・所有

二次請け
三次請け

オペレーター 1,467者専専
属属
化化･･

系系
列列
化化
がが
進進
展展

業種毎に３社

貨物の運送

内航海運の現状図表４－１ 内航海運の課題図表４－２
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の時代の内航海運に向けて」を2020年９月に公表した。そして、本とりまとめに盛り込
まれた具体的施策のうち制度改正を伴うものについて、2021年５月に成立した海事産業
強化法において「内航海運業法」を一部改正、2022年４月に施行し、主に以下のような
制度を創設した。

① 契約の書面交付の義務付け・契約事項の法定化
　��適切な契約締結の実効性を担保するため、契約内容の「見える化」を実現させる。
② 船員の労働時間を考慮した運航計画の作成
　�船員の労働時間とオペレーターが作成する運航計画とは密接な関係にあることから、オペ
レーターにも船員の労働時間管理に関して一定の責任を付与し、船員の過労防止を図る。

③ 荷主への勧告・公表制度
　�荷主に対してオペレーターの法令遵守への配慮を義務付けた上で、オペレーターの法
令違反行為が荷主の行為に起因すること等が認められた場合、国土交通大臣が当該荷
主に対して是正勧告をすることができ、かつ、勧告した際は公表する。

④ 船舶管理業の登録制度
　�船舶管理業の定義を明確化し、当該事業を営む者の登録を義務付けることで、事業と
しての信頼性を高め、船舶管理業者の活用を促進し、内航海運業の経営効率化を図る。
これらの制度を通じて、内航海運業者が適正な運賃・用船料を収受でき、持続可能な事業
運営ができるよう「取引環境の改善」に取組むとともに、輸送や経営の更なる効率化を図る
など、内航海運の「生産性向上」にも取組んでいく。また、制度改正以外にも、2022年３
月に公表した「内航海運業者と荷主との連携強化のためのガイドライン」の活用促進を図る
とともに、2018年２月に設置した、荷主企業・内航海運業者・行政の間で内航輸送に関す
る情報共有や意見交換等を行うための「安定・効率輸送協議会」の継続開催や、物流に関す
る意思決定において重要な役割を担う経営層（役員クラス）においても対話を通じて内航輸
送の現状や課題等について共通の理解を持ち、意思決定への反映を促進させるための「内航
海運と荷主との連携強化に関する懇談会」の開催を通じ、両者の更なる連携強化を図ってい
る。さらに、内航海運業界における取引環境改善に係る事例の収集・横展開及び優良な事業
者の選択に資する内航海運事業者の評価（認証）制度の構築等を行っていく。

＜船舶管理業者の活⽤促進＞

船舶管理業の登録制度の創設

船舶管理業者

オーナーA オーナーB オーナーC

船舶管理業務を委託
（船員雇⽤・配乗管理、運航実施管理、船舶保守管理）

（活用メリット）
船員の一括雇用・配乗や、共有部品の一括購入
等により、効率化やコストダウンが図られる

船員教育、船舶管理の⾼度化等による輸送の品
質向上が期待

今般、法改正により全ての船舶管理業者に登録
を義務付け、事業としての信頼性を向上。

＜荷主やオペレーターとの取引環境の改善＞

勧勧告告・・公公表表制制度度のの創創設設

船員の労働時間に配慮した
適切な運航計画の作成

⇒内航海運業者の法令遵守に
配慮した運送要求

新たな船員の労務管理の
仕組みの構築

契約の書面化
・契約内容の
法定化

・乗船人数
・超過労働時間
の費用分担

etc.

定定期期用用船船
契契約約書書

運運送送契契約約書書

・荷役の責任や
費用分担

etc.

船船員員のの過過労労防防止止措措置置

荷主

オーナー
（使用者）
労務管理責任者

オペレーター

用船料

運賃
運送契約

定期用船契約
（船舶+船員）

労務管理責任者の下での
船員の適正な労務管理

国国土土交交通通大大臣臣にによよるる
安安全全確確保保命命令令のの発発出出

内航海運業法改正の概要図表４－３
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1998年４月に導入された「内航海運暫定措置事業」が、2021年８月の独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構への借入金返済をもって収支が相償い終了した。これに
より、1966年から実施されてきた「船腹調整事業」を含め、約50年間続いた船腹の供給
に関する規制が終了することになり、内航海運業界にとって大きな事業環境の変化となる。
本事業は、内航海運組合法の規定に基づいて日本内航海運組合総連合会（内航総連）�が
実施している事業であり、船舶を建造等する者は内航総連に納付金を納付し、船舶を解撤
等する者に内航総連が交付金を交付し、収支が相償った時点で終了するとしていた。
本事業は、引当資格を有していた船舶を解撤等する者に交付金を交付することにより、
船腹調整事業の解消により無価値化した引当資格の精算機能を担ってきた。2015年度に
引当資格を有していた交付金対象船舶が消滅したことで、本事業の主目的である船腹調整
事業の解消に伴う経済的混乱を最小限に抑えるためのソフトランディング策としての役割
を果たした。また、その他にも、①船腹量の引き締め、②船舶の大型化・近代化、③円滑
な市場からの撤退の確保といった効果をもたらした。
本事業終了後は、納付金の納付義務がなくなることによる実質的な船価の低減や、本事
業に付随して行われていた積荷制限等がなくなることにより、代替建造の促進や事業者間
の競争促進等の活性化が期待される。

２ 地域の生活・観光を支える国内旅客航路

１．国内旅客航路の現状と課題

我が国にとって、国内旅客船は、地域住民の移動手段や生活物資の輸送手段として不可
欠な交通インフラである。また、フェリーは、輸送効率が良く、環境に優しい輸送機関で
あることから、海上輸送へのモーダルシフトの受け皿としても期待されている。
さらに、災害時には緊急輸送手段としても重要な役割を担うほか、海洋の魅力等を活か
した観光資源へのアクセス手段として、地域の活性化はもとより訪日外国人旅行者の取り
込みにも大きく寄与することが期待されている。
一方で、長期的には低下傾向にある中で近年はほぼ横ばいであった国内旅客船事業の輸
送人員は、2021年度において49.1百万人と、前年度比8.5％増ではあるが、2020年度
に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響及び近年の燃油価格の変動などの諸要素も
伴って、旅客船事業者の経営環境は厳しいものとなった。一方、足元では、水際対策の緩
和や全国旅行支援の実施等もあり、旅客船事業も全体としては回復傾向にある。国土交通
省では引き続き、観光資源としての国内旅客航路の利用促進、離島航路の維持・確保、海
運モーダルシフトのための環境整備（本章❸）や災害時の船舶の有効活用に向けた取組を
行っている。

２．島民の生活を支える離島航路の維持・確保のための取組

全国に283航路（2023年４月現在）存在する離島航路は、離島の住民の日常生活や地
域経済を支える必要不可欠な地域交通手段であり、これを確保・維持することは極めて重
要である。一方で、その多くは離島における深刻な少子高齢化に伴う人口減少等により輸
送人員がここ20年で約３割減少するなど、航路運営事業者や地方公共団体にとって厳し
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い経営環境にあり、航路の維持が困難な状況となっている。
国土交通省では、離島住民の日常生活に必要不可欠な航路を維持する観点から、1952�
年より離島航路整備法に基づき、赤字航路に対する運航費補助等を行っている。
2023年度は約70.5億円の予算を確保し、補助対象126航路（2023年６月現在）の事
業者に対し、運航費補助（欠損に対する補助）をはじめ、構造改革補助（経営診断等で問
題点や課題を把握した上、経営状況の改善や運航コストの削減に繋がる船舶の代替建造に
対する補助）、公設民営化への補助（地方公共団体が船舶を保有し、これを事業者等に貸
し渡すことでコスト削減につなげる取組に対する補助）、離島住民向け運賃割引への支援
（離島住民の運賃を地方バス運賃並みまで低廉化する経費の一部補助）を行うこととして
いる。なお、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境地域の地域社会の維持に関する
特別措置法」に基づく施策を推進す
るため、2017年度より措置されてい
る「特定有人国境離島地域社会維持
推進交付金」（内閣府所管）において、
特定有人国境離島住民の運賃をJR運
賃並まで低廉化する経費の一部補助
が行われている。
さらに、事業者向けの税制につい
ても、固定資産税の軽減措置（離島
航路事業者用船舶は課税標準の１/
６、内航船舶は１/２に軽減）、軽油
引取税の免税措置等が認められてお
り、これらの制度を活用することで、
離島航路の維持に努めているところ
である。
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輸送実績（人） 欠 損 額欠損額（億円） 輸送人員（百万人）

１１．．離離島島航航路路運運営営費費補補助助

・・欠欠損損見見込込額額全全体体にに対対すするる補補助助充充足足率率はは１１／／２２

２２．．離離島島住住民民運運賃賃割割引引補補助助

・・協協議議会会のの決決定定にによよるる離離島島住住民民運運賃賃割割引引費費用用

のの１１／／２２をを支支援援((残残りり１１／／２２はは自自治治体体等等でで負負担担))

３３．．離離島島航航路路構構造造改改革革補補助助

・・公公設設民民営営化化等等にによよるる船船舶舶のの代代替替建建造造費費用用へへのの支支援援

【【離離島島航航路路にに就就航航すするる船船舶舶のの例例】】

補補助助対対象象はは唯唯一一かかつつ赤赤字字のの航航路路

３．国内旅客船の観光利用促進のための取組

（１）航路情報のオープンデータ化の推進
国土交通省では、「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット」、「簡易入力ツー
ル」等をウェブサイト上に公開した（2019年４月）。これにより、旅客船事業者による
自社の航路情報のオープンデータ化が容易となり、コンテンツプロバイダ等における航路
情報データの共有が推進され、航路の認知度が向上することにより、訪日外国人旅行者を
はじめとする航路利用の増加が期待される。また、フォーマット、ツールについては、旅
客船事業者からのニーズ等を踏まえ、改良や機能向上を図るとともに、講習会でツールの
活用方法の周知を行い、ツール入力支援動画を作成するなどオープンデータ化の促進を
図っている。

補助対象の離島航路における輸送人員・欠損額の推移図表４－４
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（２）訪日外国人旅行者の利便性向上のための支援
国土交通省では、訪日外国人旅行者の入国から目的地までの移動に係る受入環境の整備
の支援を目的として、旅客船及び旅客船ターミナルにおける多言語化、無料公衆無線LAN
環境（Wi-Fi）の整備、トイレの洋式化、キャッシュレス決済対応、非常用電源装置等の
整備、移動等円滑化設備の整備等に取組む事業者への補助を行っている。また、2022年
度においては、補正予算において新たに観光に資する船舶の建造に対する支援を行うな
ど、観光需要の回復に向けた基盤整備を促進している。

（３）島などの目的地や船旅の魅力向上
① 海や島々に関係する観光コンテンツの磨き上げ
国土交通省では、訪日観光のポテンシャルを有している海洋周辺地域への訪日観光を促
進し、魅力向上を図るため、観光コンテンツの磨き上げと受入環境整備を行う意欲的な地
方自治体・事業者の取組を支援している。2022年度は、訪日外国人旅行者向け新コース
の実証運航や、鉄道会社と連携した地域周遊キャンペーンにおける実証運航等の取組を支
援することにより、大きなポテンシャルを有している海洋周辺地域の観光資源の魅力を引
き出し、地方部・島嶼部への訪日外国人旅行者の誘客の実現を図っている。

アプリ開発者等への情報提供及びオープンデータ化フローイメージ図表４－５

訪日外国人旅行者受入環境整備事業の支援メニュー（抜粋）図表４－６
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② インバウンド船旅振興制度
国土交通省では、2019年４月より、インバウンドをはじめとする観光需要が見込まれ、
周辺の旅客船事業者の航路に悪影響を及ぼさないと認められる航路において、旅客船事業
の制度運用を弾力化する ｢インバウンド船旅振興制度｣ を創設し、旅客船事業における新
規航路開設等の新サービス創出の支援を行っており、2023年３月末時点で、９航路の承
認等を行っている。

４．国内旅客船のバリアフリー化の推進

公共交通事業者等は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリア
フリー法）」、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅
客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令（公共交通移動
等円滑化基準省令）」等に基づき、取組を実施している。
公共交通機関としてより一層のバリアフリー整備が求められる中、近年、新造される旅
客船では、高齢者、障害者等にも配慮した旅客船が就航している。国土交通省では、今後
も旅客船の代替建造・改造等に関し、タラップ、エレベーター、多機能トイレの設置等に
係る事業者への補助制度等を通じて、高齢者、障害者等にも配慮した設備等の充実を図り、
一層のバリアフリー化を推進する。

３ 海運へのモーダルシフトの推進のための取組

１．モーダルシフト

船舶は輸送効率が良く環境に優しい輸送モードであり、また近年のトラック運転手不足
等いわゆる2024年問題を背景に、海運へのモーダルシフトを更に推進することが求めら
れている。モーダルシフトの重要な受け皿である中長距離フェリー・RORO船航路におい
ては、近年新規航路開設や代替建造等による輸送力増強が図られているところである。
国土交通省では、次のようなモーダルシフトへの取組を行っている。

・輸送⼒増強の概要

会社名
RORO船RORO船

フェリーフェリー

⑧近海郵船
・2019年4月 新規航路開設
（敦賀〜博多）

・2021年7月新規航路開設及び
新船就航（新門司〜横須賀）

⑯東京九州フェリー（株）

⑥商船三井フェリー
・2019年2月、5月 新船就航
（東京〜宇野〜苅⽥）

・2019年6月、11月 合計2隻新船就航
（東京〜苫⼩牧）

⑨オーシャントランス

⑬阪九フェリー
・2020年3月、6月 合計2隻新船
就航（新門司〜神⼾）

⑫八興運輸
・2020年2月 新船就航
（細島〜堺泉北〜宮崎〜細島）

⑪栗林商船
・2019年12月、2020年8月、2021年1
月、合計4隻新船就航（苫⼩牧〜釧路
〜仙台〜東京〜清⽔〜名古屋〜⼤阪）

⑦マルエーフェリー
・2019年3月新規航路開設
（⼤阪〜志布志〜名瀬〜那覇）

⑩琉球海運
・2019年9月新規航路開設及び新船
就航（那覇〜⿅児島〜博多〜那覇）

④四国開発フェリー
・2018年8月、12月 合計2隻新船就航
（東予〜新居浜〜神⼾〜⼤阪）

②フェリーさんふらわあ
・2018年5月、9月 合計2隻新船就航
（⼤阪〜志布志）

⑤日藤海運
・2019年1月 新船就航
（追浜〜川崎〜名古屋〜豊橋〜坂出
〜玉島〜広島〜苅⽥〜玉島〜神⼾〜
豊橋〜本牧〜追浜）

⑭栗林物流システム

⑮⼤王海運（株）

・2021年5月、9月新船就航
（千葉〜⼤阪〜岡山〜三島川之江）

⑱宮崎カーフェリー
・2022年4月、2022年10月
合計2隻新船就航 （神⼾〜宮崎）

（出典）国⼟交通省海事局内航課調べ

㉑フェリーさんふらわあ

・2023年1月 新船就航（⼤阪〜別府）

⑳ジャンボフェリー
・2022年10月 新船就航
（神⼾〜⼩⾖島）

・2021年12月、2022年3月新船
就航（⼤阪南港〜新門司）

⑰名門⼤洋フェリー

・2018年4月、2021年6月フェリー
新船就航（八⼾〜苫⼩牧）

①川崎近海汽船

③フジトランスコーポレーション

・2022年7月新船就航
（東京〜⼤阪〜那覇）

⑲近海郵船・琉球海運

⑨

⑪

⑧

②

⑤

⑫

⑥④
⑯

⑩

⑮

⑰

①

⑲

③

・2018年6月新船就航
（名古屋〜仙台〜苫⼩牧〜仙台）
・2019年5月新船就航
（名古屋〜千葉〜横浜〜名古屋〜
豊橋〜玉島〜新門司〜中津〜玉島

・2020年11月新規航路開設 （苫
⼩牧〜八⼾〜釧路〜東京〜苫⼩牧)

⑦

⑬

⑭

⑱

③
㉑

⑳

中長距離フェリー・RORO船の主な輸送力増強の動き（2018年３月～ 2023年２月）図表４－７
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◦�「物流総合効率化法」に基づく、環境負荷低減等に資する二以上の者が連携した輸送
の効率化等を図る事業の支援。（海運モーダルシフト関係認定実績：59件）（2016年
10月～�2023年５月累計）�
◦�2008年度から2022年度までに累計で荷主企業189者、物流事業者213者を海運モー
ダルシフトに貢献する優良事業者である「エコシップマーク認定事業者」として認定。
◦�海運モーダルシフトへの先進的な取組等を行った荷主企業・物流事業者等に対する新
たな表彰制度「海運モーダルシフト大賞」を2019年度に創設、2022年度において
は荷主・物流事業者各１者の表彰を実施。

２．税制面の支援措置

内航船舶については、中小零細企業が大宗を占めるという業界の特殊性を踏まえつつ、
海運における環境対応等の観点から、各種税制特例措置が講じられており、内航海運にお
いて必要不可欠な制度となっている。
2023年度税制改正においては、中小企業投資促進税制について２年間、船舶の買換特
例、船舶の特別償却制度及び地球温暖化対策税の還付措置について３年間の延長が認めら
れた。2023年度末には、軽油引取税の課税免除の特例措置が適用期限を迎える。

（内航海運、国内旅客船に係る軽油及び重油）
石油石炭税に上乗せされている「地球温暖化対策のための税」の還付
※原油・石油製品（１キロリットルあたり）
石油石炭税２，０４０円に７６０円を上乗せ

軽油引取税の免税措置

内航海運、国内旅客船に係る軽油引取税
（１キロリットル当たり３２,１００円）の免税

○適⽤期限︓令和６年３⽉３１⽇

固定資産税の課税標準の特例
○恒久措置

内航貨物船、国内旅客船 ︓課税標準１／２
離島航路⽤の船舶 ︓課税標準１／６

船舶の買換特例（圧縮記帳）制度

船舶から船舶への買換及び交換をした場合における譲渡資産譲渡益につい
て、80％を上限に課税繰延

○適⽤期限︓令和８年３⽉３１⽇

中小企業投資促進税制

（内航貨物船）
中小企業者等が船舶を取得し、内航海運事業に利⽤した場合において、
特別償却もしくは税額控除の適⽤
※特別償却は、取得額の７５％×特別償却３０％
税額控除は、資本⾦３千万円以下の企業に限定（税額控除７％）

○適⽤期限︓令和７年３⽉３１⽇

※各制度毎に⽤途、総トン数等の詳細な適⽤条件がある。

地球温暖化対策税の還付措置
○適⽤期限︓令和８年３⽉３１⽇

船舶の特別償却制度
○適⽤期限︓令和８年３⽉３１⽇
⾼度な環境負荷低減設備を搭載した新建造船舶を取得した場合において、
船舶の区分に応じた特別償却の適⽤
⾼度環境低負荷船︓18％ (加算償却額)
環境低負荷船︓16％ (加算償却額)

３．鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度

（１）制度の概要
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「鉄道・運輸機構」という。）では、
船舶共有建造制度による低利・長期資金の供給及び技術支援を通じて、国内海運における
政策課題に対応した船舶の建造促進を図っている。
国内海運事業者は、大多数が中小事業者であり、船舶以外の十分な担保を有していない
場合が多い中で、数億円から数十億円に及ぶ高額な船舶の建造を行う際、市中の金融機関
の融資だけでは困難な状況となっている。そこで、船舶共有建造制度では、鉄道・運輸機
構が、共有という形で船舶を直接所有することで、原則として担保を不要としているうえ、

内航貨物・旅客輸送に係る税制特例措置図表４－８
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財政融資資金を活用することで、低利・長期資金の供給を可能としている。
また、事業者は、共有期間を通じ、機構持分額に利息を加えた額を船舶使用料として鉄
道・運輸機構に支払うことになるが、内航海運のグリーン化、離島航路の維持・活性化、
物流の効率化等の国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶に対して金利優遇を措置する
ことで、こうした船舶の建造を促進している。
さらに、地方自治体等、技術的ノウハウを十分に有していない船主に対して、計画、設
計、建造の各段階での技術支援を行うほか、就航後の技術支援も行い、船舶の効率的な運
航を支援している。
鉄道・運輸機構では、これまで、旅客船1,072隻、貨物船3,072隻、合わせて4,144隻
に上る船舶を建造してきた（2023年３月現在）。

（２）財務体質強化へ向けた取組
鉄道・運輸機構の船舶共有建造業務は、繰越欠損金が最大で619億円（2004年度）と
いう状況にあった。そこで、債権管理による未収金防止・回収強化を図りつつ、2013年
度より「繰越欠損金削減計画」を策定し、同計画において削減目標を定め（現在の目標は、
2023年度から2027年度までの間で20億円程度、総額187億円程度まで削減）、この削
減に取組んでいる。

船舶共有建造制度の概要図表４－９


